
新型コロナウイルス感染症
１日も早い終息を願って

受診前に必ず電話をしましょう!
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専門的な助言が
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症状のある方症状のある方
（症状とは）
・息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある等重症化しやすい方で、軽い風邪のような症状がある

（症状とは）
・息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある等重症化しやすい方で、軽い風邪のような症状がある

・感染したかも・感染したかも

新型コロナウイルス感染症かも？と思ったら

●町田市役所代表電話☎722・3111
●新型コロナコールセンター
　☎0570・550571（ナビダイヤル、多言語による相談可）
　返03・5388・1396（聴覚障がいのある方等）
●厚生労働省電話相談窓口錆0120・565653
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●帰国者・接触者電話相談センター☎724・4238
　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝休日を除く）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　☎03・5320・4592
　上記以外の曜日・時間帯

かかりつけ医に電話相談

※

※地域外来・検査センターについて　
町田市医師会と連携し、市内在住で事前に市内診療所で受診し、医師が必
要と認めた方に限って検査を行っています。なお、直接検査場に来ても検
査は受けられませんのでご注意ください。問保健総務課　７２４・４２４１☎

市内の感染者数など市の最新情報▶町田市ホームページ（＝下記二次元バーコード）「緊急情報」
同感染症に関するよくある質問と回答▶市HP 新型コロナ　よくある質問  検索
※この記事の内容は５月１１日時点の情報です。

　引き続き、外出自粛にご協力をお願いします。また、市の
業務には郵送等でできる手続きもありますので、町田市ホ
ームページをご確認いただくか、担当課へお問い合わせく
ださい。
○市の施設＝原則５月３１日まで休館
※６月３０日までの施設貸出予約について、感染拡大防止の
観点からキャンセルされる場合は、キャンセル料、施設予約
上のペナルティーは発生しません。
○市の主催するイベント等＝５月３１日まで中止または延期

各種支援のお知らせ 詳細は町田市ホームページやまちだ子育てサイトをご確認ください。

  国民全員に１０万円給付   特別定額給付金
問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９

　申請書を６月中に郵送します。町田市の給付に関する詳細は町田
市ホームページや今後の本紙でお知らせします。
＜特別定額給付金の詳細＞総務省　特別定額給付金コールセンター

錆０１２０・２６００２０（受付時間＝午前９時～午後６時３０分）

給付対象 ２０２０年４月２７日現在、町田市の住民基本台帳に記録されている方

給付額 給付対象者１人につき１０万円

受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主

受付開始日 オンライン申請は、受け付けを開始しています。なお、郵送申請は６
月中に申請書を発送予定です。

申請方法
（２種類）

〈申請受付中〉
オンライン申請
（マイナンバーカー
ドをお持ちの方）

スマートフォンかパソコンのいずれかで、
マイナポータルから申請
※申請に必要なものや申請の手順等の詳細
は、町田市ホームページをご確認ください。

郵送申請
※６月中に受給権者
宛てに申請書を送付
します。

以下の３点を同封の封筒で返送
・必要事項を記入した申請書
・振込先口座の確認書類
・本人確認書類の写し

給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込み
※銀行口座を開設していない場合は、窓口における給付を行いま
す。

  対象児童１人につき１万円給付  
子育て世帯への臨時特別給付金

問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への
給付金です。５月中に児童手当受給者にお知らせを送付します。詳
細はまちだ子育てサイトをご覧ください。

給付対象 ２０２０年４月分（３月３１日時点で１５歳の児童は３月分）の児童手当受
給者（児童１人当たり一律月額５０００円の特例給付を除く）

給付額 児童１人につき１万円

給付日 ６月中（予定）

申請方法
原則、申請手続きは不要（公務員は申請が必要）
※児童手当登録口座を解約された方、受け取りを辞退される方は届
出が必要です。

給付方法 児童手当登録口座に振り込み

  賃貸住宅の家賃補助   住居確保給付金
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

　支給額の上限があります。支給要件等の詳細は町田市ホームページをご覧
ください。申請の際は、必ず事前に電話で生活援護課へ予約してください。
対離職・廃業後２年以内または休業等により、離職・廃業と同程度の状況にあ
る方

ご注意を！　「特別定額給付金」は、市役所職員などが戸別訪問をしたり、電話やメールで連絡することはありません。新型コロナウイルス感染症に便乗し
た詐欺や悪質商法の電話・メールがあった場合は１１０番通報をしてください。 問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
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●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる

ま
ち
づ
く
り

基
本
目
標

町田市
ホームページ


